
　
２
月
５
日
、
第
２
委
員

会
室
に
て
議
員
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
研
修
を
開
催
。

　
講
師
に
は
弁
護
士
の
帖

佐
直
美
（
ち
ょ
う
さ
な
お

み
）
先
生
を
お
迎
え
し
、

議
員
が
日
常
の
活
動
で
特

に
注
意
す
べ
き
法
令
や
倫

理
に
つ
い
て
学
ん
だ
。

【
主
な
研
修
内
容
】

●
議
員
に
求
め
ら
れ
る
倫

　
理
観
と
行
動
規
範

　
選
挙
で
選
ば
れ
た
「
良

識
の
人
」
と
し
て
、
住
民

の
模
範
と
な
る
行
動
が
求

め
ら
れ
る
こ
と
を
再
確
認

し
た
。

●
議
場
で
の
発
言
へ
の
注

　
意
点

　
地
方
自
治
法
に
基
づ
き
、

無
礼
な
言
葉
や
他
人
の
私

生
活
に
わ
た
る
言
論
が
禁

止
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
公

の
場
で
の
発
言
に
は
大
き

な
責
任
が
伴
う
こ
と
を
学

ん
だ
。

●
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
適
切
な
利
用

　
写
真
の
扱
い
・
個
人
情

報
の
保
護
・
著
作
権
、
名

誉
毀
損
に
関
す
る
注
意
な

ど
、
便
利
さ
と
リ
ス
ク
の

両
面
を
理
解
し
、
情
報
発

信
の
あ
り
方
を
考
え
た
。

●
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止

　
職
場
や
地
域
活
動
に
お

け
る
言
動
が
、
相
手
の
尊

厳
を
損
な
わ
な
い
よ
う
、

議
会
と
し
て
も
一
層
の
配

慮
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を

共
有
し
た
。

【
研
修
を
通
し
て
】

　
議
会
と
し
て
、
住
民
の

皆
さ
ま
か
ら
信
頼
さ
れ
る

活
動
を
行
う
た
め
、
法
令

順
守
と
倫
理
的
な
行
動
は

欠
か
せ
な
い
。
今
回
の
研

修
を
踏
ま
え
、
議
員
一
人

ひ
と
り
が
よ
り
適
切
な
議

会
活
動
に
努
め
る
。

 

箕
輪
町
議
会
が
視
察

　
１
月
15
日
、
長
野
県
箕

輪
町
議
会
が
来
町
さ
れ
、

本
町
事
業
全
般
を
視
察
さ

れ
た
。
幸
田
町
議
会
か
ら

は
議
長
と
副
議
長
、
議
会

広
報
取
材
担
当
者
の
３
人

で
対
応
し
た
。

　
企
画
部
を
中
心
に
幸
田

町
の
事
業
全
般
を
説
明
し
、

理
解
を
得
た
。

　
議
会
と
し
て
、
互
い
の

町
の
発
展
に
つ
な
が
る
良

好
な
関
係
を
築
い
て
い
く
。

得られた気づきで自らを振り返る

学びを得ようとする真剣な皆さん

議員研修会
「議員のためのコンプライアンス研修」
　　　　　　　　　　　　　　 　を実施
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◦
令
和
５
年
12
月
議
会

　
　
　
　
　
　
　
　
田
境
毅
議
員

◦
令
和
７
年
12
月
議
会

　
　
　
　
　
　
　
藤
本
和
美
議
員

 

職
員
採
用
試
験
時
期
の
最
適
化
を

採
用
試
験
を
早
め
る
予
定
や

考
え
は
。

大
卒
、
短
大
卒
向
け
の
一
次

試
験
を
、
少
し
前
倒
し
て
実

施
す
る
こ
と
を
検
討
。

　
　

　
令
和
８
年
度
の
大
卒
・
短
大
卒

の
職
員
採
用
試
験
は
、
約
１
カ
月

前
倒
し
て
実
施
予
定
。

◦
令
和
６
年
６
月
議
会

　
　
　
　
　
　
　
野
坂
純
子
議
員

 

熱
中
症
に
万
全
な
対
策
を

ク
ー
リ
ン
グ
シ
ェ
ル
タ
ー
設

置
の
考
え
は
。

町
内
の
公
共
施
設
の
う
ち
数

カ
所
を
指
定
す
る
方
向
で
検

討
し
て
い
る
。

　
令
和
６
年
夏
か
ら
設
置
さ
れ
、

現
在
17
の
施
設
を
指
定
し
て
い
る
。

指
定
し
た
施
設
に
は
目
印
と
し
て

入
口
に
ポ
ス
タ
ー
を
貼
付
し
て
い

る
。

◦
令
和
５
年
６
月
議
会

　
　
　
　
　
　
　
稲
吉
照
夫
議
員

 

グ
ラ
ウ
ン
ド
の
整
備
を

と
ぼ
ね
グ
ラ
ウ
ン
ド
は
、
全

体
的
に
石
が
表
面
に
出
て
き

て
い
る
が
、
改
修
の
計
画
は
。　

利
用
者
か
ら
の
報
告
で
知
っ

て
い
る
。
利
用
者
の
安
全
は

最
優
先
。
改
修
を
考
え
た
い
。

　
令
和
６
年
度
に
土
入
れ
工
事
を

行
い
、
本
来
の
形
に
戻
っ
た
こ
と

で
利
用
者
の
安
全
性
が
向
上
し
た
。

あの一般質問は
どうなったの？

その後
追跡

◦
令
和
５
年
６
月
議
会

　
　
　
　
　
　
　
岩
本
知
帆
議
員

 

避
難
所
開
設
セ
ッ
ト
の
周
知
を

誰
で
も
対
応
で
き
る
避
難
所

開
設
ス
タ
ー
ト
セ
ッ
ト
の
設

置
は
。各

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
設
置

を
検
討
中
。
防
災
研
修
会
や

地
区
の
防
災
訓
練
等
で
説
明
し
、

周
知
す
る
。

　
令
和
６
年
度
に
避
難
所
を
開
設

す
る
た
め
の
手
順
書
を
検
討
。
７

年
度
に
フ
ァ
ー
ス
ト
ミ
ッ
シ
ョ
ン

ボ
ッ
ク
ス
の
資
機
材
整
備
を
す
る

と
と
も
に
、
訓
練
を
実
施
し
た
。

問答そ
の
後

問答そ
の
後

問答そ
の
後

問答そ
の
後

とぼねグラウンド改修の様子

避難所開設の講習

クーリングシェルターの目印の旗

幸幸田田町町

ククーーリリンンググシシェェルルタターー

【【設設置置期期間間】】
令令和和７７年年４４月月２２３３日日（（水水））～～令令和和７７年年１１００月月２２２２日日（（水水））

熱熱中中症症予予防防ののたためめのの休休憩憩場場所所ととししててごご利利用用くくだだささいい

※各施設の利用可能日・時間は、町ホームページをご確認ください。

【ご利用にあたっての注意】
○暑さを一時的にしのぐための避難場所として開放されている施設です。
ワーキングスペースとしての利用や他の町民の方の迷惑になるような利
用はご遠慮ください。

○指定施設の開館している日時及び指定した場所のみ利用できます。
○その他、利用に当たっては各施設の指示に従ってください。

幸田町環境経済部 環境課 環境保全グループ TEL 0564-62-1111（内線271）
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